
訪問看護(予防介護)サービスのご案内（重要事項説明書） 

         なぎさ和楽苑訪問看護ステーション 

令和７年４月１日施行 

１ 訪問看護のお申込からサービス開始まで 

 介護保険利用の場合   ケアプラン作成の依頼 

 

受診 

訪問看護               往診 

申込み 申込み 

連絡 

 

連絡、調整           指示、報告 

 

  訪問看護は、看護師などが家庭訪問して、病気や障害のために支援を必要とされる方の看護を

行うサービスで、介護保険制度のほか、医療保険制度で利用できる方もいます。主治医の治療方

針やケアプランに沿って、他のサービスと連携しながら看護やリハビリを行いますので、安心し

て在宅療養が続けられます。 

  お申し込みは訪問看護ステーション又は主治医、ケアマネジャーにご相談下さい。訪問看護を

利用する場合は主治医の指示書が必要です。指示書は訪問看護ステーションに提供されます。 

 

２ 訪問看護サービスの内容 

・ 病状の観察、健康管理、相談      ・ 創傷の処置        ・ 家族など介護者の支援 

・ 看護、介護方法のアドバイス     ・ 医療機器の管理     ・ ターミナルケア    

・ 認知症や精神疾患の方の看護      ・ リハビリテーション  ・ 医療相談 

・ 保健、福祉サービスなどの活用支援 ・ 栄養水分管理、排泄管理、清潔ケア 

 

３ 営業日時のご案内 

○ 営業日 ：月曜日から土曜日まで  

○ 営業時間：午前９時から午後 5 時まで 

○ 休 日 ：日，年末年始（12／30～1／3） 

 

４ ご利用料金など                              

（１） 訪問看護(介護予防含む)サービスの料金 

・介護保険による訪問看護（支給限度基準額超は実費）           

介護保険の被保険者で、要支援・要介護状態の認定を受け、主治医が訪問看護の必要を認めた 

・医療保険（後期高齢者保険、健康保険）による訪問看護 

   主治医が訪問看護の必要を認めた 

① 介護保険の対象でない（非該当）方 

② 介護保険の利用対象者の内、厚生労働大臣が定めた疾患や状態の方(末期癌・急性増悪

期など)      
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介護保険（要介護） 

 

 

 

 

 
利 

 

 

用 

 

 

料 

 

 

金 

 １割負担の場合 ２割負担の場合 ３割負担の場合 

 

看護師 

20 分未満  

30 分未満 

30 分以上１時間未満 

１時間半まで 

３５８円 

５３７円 

９３８円 

１，２８６円 

７１６円 

１，０７４円 

１，８７６円 

２，５７２円 

１，０７４円 

１，６１１円 

２，８１４円 

３，８５８円 

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士 

20分（１回あたり）    

複数回 40 分(20 分×2) 

複数回 60 分(20 分×3)×0.9 

３３５円 

   ６７０円 

   ９０６円 

６７０円 

１，３４０円 

１，８１２円 

１，００５円 

２，０１０円 

２，７１８円 

夜間（PM18:00～PM22:00）・早朝（AM6:00~8:00）料金は１．２５倍 

深夜 (PM22:00~AM6:00)料金は１．５倍 

初回加算（Ⅱ）         

退院時共同指導加算    

緊急時訪問看護加算（Ⅱ）＊１    

特別管理加算（Ⅰ）  

  〃    （Ⅱ） 

ターミナルケア加算 

長時間訪問看護加算  

複数名訪問加算（Ⅰ） 

３０分未満(複数の看護師) 

３０分以上(  〃   ) 

複数名訪問看護（Ⅱ） 

３０分未満(看護師と看護補助員) 

３０分以上(   〃     ) 

サービス提供体制強化加算   

３４２円 

６８４円 

６５５円／月 

５７０円／月 

２８５円／月 

２，８５０円／月 

３４２円／回 

 

２９０円／回 

４５９円／回 

 

２３０円／回 

３６２円／回 

４円／回 

６８４円 

１，３６８円 

１．３０９円／月 

１，１４０円／月 

５７０円／月 

５，７００円／月 

６８４円／回 

 

５７９円／回 

９１７円／回 

 

４５９円／回 

７２３円／回     

７円／回 

１，０２６円 

２，０５２円 

１．９６３円／月 

１，７１０円／月 

８５５円／月 

８，５５０円／月 

１，０２６円／回 

 

８６９円／回 

１，３７５円／回 

 

６８８円／回 

１，０８４円／回 

１１円／回     

交通費：実費   ※営業地域は無料。（１１．参照） 
 

介護保険（要支援） 

 

 

 

 

 

利 

 

 

用 

 

 

料 

 

 

金 

 １割負担の場合 ２割負担の場合 ３割負担の場合 

 

看護師 

20 分未満 

30 分未満 

30 分以上 1 時間未満 

1 時間半まで 

  ３４５円

５１４円 

９０５円 

１，２４３円 

６９０円 

１，０２８円 

１，８１０円 

２，４８６円 

１，０３５円 

１，５４２円 

２，７１５円 

３，７２９円 

1 
 

 

理学療法士 

作業療法士 

言語聴覚士 

12 月まで 

20 分(1 回あたり) 

複数回 40 分(20 分×2) 

 〃 60 分(20 分×3)×

0.5 

 

３２４円 

６４７円 

４８６円 

 

６４８円 

１，２９４円 

９７２円 

 

９７２円 

１，９４１円 

１，４５７円 

12 月超 

20 分(1 回あたり) 

複数回 40 分(20 分×2) 

 〃 60 分(20 分×3)×0.5 

   

３１８円 

６３６円 

４７９円 

 

６３６円 

１，２７２円 

９５８円 

 

９５４円 

１，９０８円 

１，４３７円 

夜間（PM18:00～PM22:00）・早朝（AM6:00~8:00）料金は１．２５倍 

深夜 (PM22:00~AM6:00)料金は１．５倍 

初回加算（Ⅱ）         

退院時共同指導加算   

緊急時訪問看護加算（Ⅱ）＊１    

特別管理加算（Ⅰ）  

  〃   （Ⅱ） 

長時間訪問看護加算  

複数名訪問加算（Ⅰ） 

３０分未満（複数の看護師） 

３０分以上（   〃  ） 

複数名訪問加算（Ⅱ） 

３０分未満（看護師と看護補助員） 

３０分以上（   〃     ） 

サービス提供体制強化加算   

３４２円 

６８４円 

６５５円／月 

５７０円／月 

２８５円／月 

３４２円／回 

 

２９０円／回 

４５９円／回 

 

２３０円／回 

３６２円／回 

４円／回 

６８４円 

１，３６８円 

１．３０９円／月 

１，１４０円／月 

５７０円／月 

６８４円／回 

 

５７９円／回 

９１７円／回 

 

４５９円／回 

７２３円／回 

７円／回     

１，０２６円 

２，０５２円 

１．９６３円／月 

１，７１０円／月 

８５５円／月 

１，０２６円／回 

 

８６９円／回 

１，３７５円／回 

 

６８８円／回 

１，０８４円／回 

１１円／回 

交通費：実費   ※営業地域は無料。（１１．参照） 



 

医 療 保 険 
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金 

後期高齢者受給者証： １～３割負担で月額上限の金額まで。（所得により異なります。） 

健康保険： 該当保険の自己負担割合分 

２４時間対応体制加算（＊１）や、特別管理加算も同意を得られた場合は合算します。 

＊２４時間対応体制加算は別契約 

難病等複数回訪問加算 

長時間訪問看護加算(週一日を限度) 

複数名訪問看護加算(週一日を限度) 

複数名訪問看護加算（看護職員が看護補助者（別に厚生労働大臣が定める場合に限る）） 

精神科緊急訪問看護加算 

長時間精神科訪問看護加算（週一日を限度） 

複数名精神科訪問看護加算(看護職員・看護職員) 

複数名精神科訪問看護加算(看護職員・准看護師) 

複数名精神科訪問看護加算(看護職員・看護補助者) 

精神科複数回訪問加算 

精神科重症患者支援管理連携加算 

特別管理加算 

訪問看護加算： 夜間（１８時～２２時）・早朝（６時～８時）・深夜（２２時～６時） 

＊病状や条件によっては、訪問看護加算の料金が加算されます。 

退院時共同指導加算 

特別管理指導加算 

退院支援指導加算（初日の実施日１回限り） 

在宅患者連携指導加算(月に１回限り) 

在宅患者緊急等カンファレンス加算（月２回に限り） 

看護・介護職員連携強化加算（月１回に限り） 

訪問看護医療 DX 情報活用加算 

入院中の外泊時における訪問看護 

訪問看護基本療養費（Ⅲ） ８，５００円 

精神科訪問看護基本療養費（Ⅳ） ８，５００円 

交通費： 一部実費負担 

その他、 おむつ等・日常生活物品等： 実費 

・准看護師の場合は、介護保険の基本料金が９割になります。 

＊１：当ステーションは、年間を通して 24 時間いつでも連絡が取れる体制を設けています。 

 

（２）個人契約時の訪問看護（保険外サービス）の料金 

 ・有料での訪問看護を希望される方 

営業時間内    ３０分未満        ５，５００円 

          ３０分以上１時間未満   ９，５００円 

          １時間以上は延長時間とし、３０分増す毎に３，０００円 

 夜間、早朝は単価（３０分未満、３０分以上１時間未満の料金）の１．２５倍の料金 

 深夜は単価の１．５倍の料金。交通費などは実費相当額 

＊ 各種保険の他、公費負担医療制度もお取り扱いします。 

 

（３）支払い方法 

 毎月１０日以降に前月分の請求を致します。お支払方法は、口座引き落としさせていただき

ます。お支払いを頂きますと領収書を発行します。手数料は、施設で負担いたします。 



５ ご利用にあたってのお願い 

●保険証や医療受給者証等を確認させていただきます。これらの書類について内容に変更が生

じた場合は、必ずお知らせください。 

●やむを得ず訪問の予定変更を希望される場合は、必ず前日までにご連絡をお願い致します。 

●理学療法士による訪問は、看護職員の代わりに看護業務の一環としてのリハビリテーション

を中心としたものである為、定期的な看護職員の同行を行います。 

 

６ サービス利用中の契約中止、解除について 

   サービス利用契約中に、ご利用者様・ご家族等の方が、身体的暴力・精神的暴力・セクシャ

ルハラスメント（セクハラ）等の行為を行った場合は、サービスの提供を一時中止し、契約

については、見直し又は、解除をさせていただく場合があります。 

 

７ 緊急時の対応の方法 

●サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、家

族、主治医、救急機関、居宅介護事業者等に連絡します。 

 

（ご本人）                    

 

（代理人）                    〈続 柄〉      

 

（主治医）                               

 

８ サービスに関する相談・苦情 

当事業所に関するご相談・苦情等はサービス担当者か下記窓口までお申し出ください。 

〈サービス相談窓口〉 

担 当： 阪本 彰史      ℡：０３－３６７５－１２０１      

【なぎさ和楽苑 第三者委員会委員】 

   ・長田 久雄（委員長） 桜美林大学名誉教授 
   ・岡村 郁子      江戸川区社会福祉協議会 事務局長 

・坪井 順子      なぎさ和楽苑家族会ＯＢ 

   ・横内 博       ボランティア「なぎさグループ」代表 

   ・小坂 順子      江戸川区民生児童委員協議会 葛西第三地区副会長 

第三者委員へご相談のご希望の場合は、サービス相談担当までお申し出ください。  

電話面談等調整をさせて頂きます。 

（受付時間 月曜日～土曜日 ９時～１７時 年末年始・祝日除く） 

 

 当事業所が設置する窓口以外でも相談・苦情の窓口を設置しています。 

〈江戸川区役所内〉  

介護保険課事業者調整係    ℡０３－５６６２－００３２ 

〈東京都国民保険団体連合会〉  

介護相談窓口担当       ℡０３－６２３８－０１７７ 

（受付時間 月曜日～金曜日 ９時～１７時 年末年始・祝日除く） 



 

 ９ 損害賠償 

  ●事業者は、利用者に対する訪問看護サービスの提供にあたって、万が一事故が発生し利用者  

や利用者の家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、

速やかに利用者に対して損害を賠償します。 

但し、利用者や利用者の家族に重大な過失がある場合は、賠償額を減ずることができます。 

 

 １０ 当事業所の特徴等 

 （１）虐待防止に向けた体制 

     「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、利用者の

人権擁護、虐待発生またはその再発防止のため、虐待防止検討委員会の開催、指針の整

備、研修の実施等に取り組んでまいります。また、措置を適切に実施するための専任の

担当者を配置いたします。 

 

 （２）衛生管理及び従事者の健康管理等・感染症に向けた体制 

事業所は、従事者の清潔の保持と健康管理について、必要な管理を行うとともに事業所

の設備について、衛生的な管理に努めます。 

感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底のため、感染対策委員会の開催、指

針の整備、研修・訓練の実施等に取り組んでまいります。措置に適切に実施するための

専任の担当者の配置いたします。 

 

   （３）業務継続計画の策定等 

感染症や自然災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供でき

る体制を構築するため、業務継続に向けた計画（BCP）等の策定、研修・訓練の実施等

に取り組んでまいります。 

 

 （４）ハラスメント防止に向けた体制 

      事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場で行われる性的な言動又は

優越的な関係を背景とした言動において相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業

環境が害されることを防止するため、また、利用者やその家族等から受ける著しい迷惑

行為を防止するため、ハラスメント防止規定等に基づき、相談体制の構築、マニュアル

の作成や研修の実施など、職員が働きやすい環境づくりに取り組んでまいります。 

 

   （５）身体的拘束等の適正化の推進 

     利用者またはほかの利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、           

     身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束を行う場合には、その態様及び  

     時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録いたします。 

 

   （６）運営規定の概要、重要事項などの開示について 

     事業所の運営規定の概要等の重要事項については、事業所内での書面掲示に加え、ホー        

     ムページ上で閲覧ができるよう掲載いたします。 



 

 １１ なぎさ和楽苑訪問看護ステーションの従事者（常勤、非常勤含） 

 ○管理者（看護師） 千葉 智恵 

   ・看 護 師    川合 明日香  小津 敏子 

   ・准看護師       安田 美由紀 竹内 美紀子 

   ・理学療法士    村瀬 英介       

 

 １２ なぎさ和楽苑訪問看護ステーションの沿革 

 ・平成 14 年 12 月 1 日 介護保険の居宅サービス事業者の指定事業者となる。 

 ・平成 18 年 4 月 1 日  介護予防訪問看護事業者の指定事業者となる。 

 

 １３ 営業地域 

 ・下記の江戸川区内（区外は応相談） 

 西葛西１～８丁目・中葛西１～８丁目・東葛西１～９丁目・北葛西１～５丁目・南葛西 

 １～７丁目・清新町１～２丁目・臨海町１～６丁目・船堀１～７丁目・宇喜田町・堀江町 

 

 １４ 事業者概要 

事業者 

事業所の名称 

社会福祉法人東京栄和会 

なぎさ和楽苑訪問看護ステーション 

代表者氏名 鈴木信男 

指定番号 東京都指定 第 1367196751 号 

事業所の住所 江戸川区 西葛西８丁目１番１号（なぎさ和楽苑内） 

連絡先 営業時間内 ； TEL ０３－３６７５－１２０１ 

夜間、休日 ； TEL ０３－３６７５－１２０１ 

        FAX ０３－３６７５－１２０３ 

最寄の駅 地下鉄東西線 西葛西駅より徒歩 15 分 

 

同一敷地内で 

行う事業 

（１）介護保険事業（介護予防・総合事業含む） 

① 介護老人福祉施設 ② 短期入所生活介護  

③ 通所介護  ④ 認知症対応型通所介護  

⑤ 通所型サービス（緩和型） 

⑥ 訪問介護  ⑦ 訪問看護 

⑧ 福祉用具貸与 

⑨ 居宅介護支援（介護予防支援） 

（１） 江戸川区委託事業 

① 地域包括支援センター（熟年相談室）  

② 虚弱者向け配食サービス（ぬくもり配食） 

（３）診療所 

① 博愛ホーム診療所 

（４）都市型軽費老人ホーム 

① ＪＯＹなぎさ 

（５）特定相談支援事業 

（６）障害児相談支援事業 



（７）障害福祉サービス事業 

① 短期入所 

③  在宅心身障害者施設入浴サービス（区委託事業） 

 

 

 

[事業者]  当事業者は、利用者に対する訪問看護サービスの提供開始にあたり、 

ご利用者にサービス内容及び重要事項を説明しました。 

 

＜事業所 名称＞  社会福祉法人 東京栄和会  

なぎさ和楽苑訪問看護ステーション  

（東京都 第 1367196751 号） 

＜事業所 住所＞  江戸川区西葛西８－１－１       

 

＜代表者名＞    苑長  池田 めぐみ        

 

 

＜説 明 者＞ 氏名               

 

 

［ご利用者］ 私は、サービス内容および重要事項説明書に基づいて、事業者から説明を受け、 

内容を了解しました。 

 

（ご本人） ＜氏 名＞                  

 

     ＜住 所＞                              

 

（代理人） ＜氏 名＞                 ＜続 柄＞        

 

  ＜住 所＞                                 

       

令和  年  月  日 


